
掛川市教育委員会規則第３号

掛川市教育委員会公印規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２９年３月２３日

掛川市教育委員会教育長

（別紙）



掛川市教育委員会公印規則の一部を改正する規則

掛川市教育委員会公印規則（平成17年掛川市教育委員会規則第10号）の一部を次のように改正

する。

別表掛川市立乳幼児センターすこやか幼稚園部園長之印の項及び掛川市立乳幼児センターすこ

やか幼稚園部之印の項を削る。

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。


